
　つくば市窓証第　号

平成26年6月28日 ５号該当

変更の事由
１号事由　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条に基づく町村の廃置分合
２号事由　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８条第３項に基づく町制施行
３号事由　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条に基づく字の変更
４号事由　新住宅市街地開発法（昭和３８年法律第１３４号）に基づく新住宅市街地開発事業
５号事由　土地区画整理法(昭和２９年法律第１１９号）による換地処分　

上記のとおり住所の表示が変更されたことを証明する。

　

   茨城県つくば市長　　　　   　　　　　　印

住所の表示の変更証明書

住所の表示

変更年月日 変更の事由

変更前 変更後

茨城県つくば市苅間２５３０番地２（研究学園Ｄ３２街区２） 茨城県つくば市研究学園１丁目１番地１

令和　年　月　日

見本


